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介護予防・日常生活支援総合事業について 

 

 

１．指定更新申請について 

標記事業にて指定を受けている事業所は、保険者である市町村にて指定開始日よ

り６年毎に更新を受けなければなりません。指定有効期限を確認・把握し、必要書

類を市ホームページにて確認のうえ、下記の期日を遵守して、ご提出ください。 

・指定更新申請を行う場合は、指定有効期限の約１ヶ月前までに、必要書類を提出

してください。 

・指定更新申請を行わない場合は、指定有効期限が切れる前に廃止（・休止・再開）

届を提出してください。 

・他サービスの更新日と統一する等の理由で、指定有効期限より前の日付で更新し

たい場合は、希望する指定開始日をお伝えのうえ、希望する指定開始日の約１ヶ

月前までに指定更新に係る書類を提出してください。 

 

 

２．ホームページ更新 

掲載しております＊書類データの更新を行っておりますので、随時、確認いただ

きご利用ください。 

＊書類データにつきましては、下記ＵＲＬまたは、ＱＲコードにてご確認ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３．その他 

・介護予防・日常生活支援総合事業における事業所指定関係の届出については、市

町村が保険者となっております。登録情報や加算などに変更が生じた場合は、指

定を受けている各市町村の保険者へ、ご提出くださいますようお願いいたします。 

・書類の提出は、介護福祉課の窓口・郵送・メールにて受け付けております。 

・届出等を適切に提出せずに、人員基準違反や加算要件を満たしていないにも関わ

らず、介護報酬を請求することは不正請求となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

小美玉市役所 介護福祉課 高齢福祉係 

TEL:0299-48-1111（内線：3111～3113） 

FAX:0299-58-6710 

【市ホームページURL】 
 https://www.city.omitama.lg.jp/0039/info-0000004221-0.html 

トップページ → 健康・医療・福祉 

  → 介護保険 → 事業者の方へ → 申請・届出関係お知らせ 

   →介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定申請について 

    →介護予防・日常生活支援総合事業に係る届出について【事業者向け】 


